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平成２５年 

東京二十三区清掃一部事務組合議会決算特別委員会 

１ 期  日 平成２５年９月２４日（火） 

２ 場  所 東京区政会館 

３ 出席議員（１６名） 

委員長 葛飾区  梅沢五十六 

副委員長 文京区 渡 辺 雅 史 

委員  千代田区 嶋 崎 秀 彦 

港区   井 筒 宣 弘 

新宿区  おぐら利彦 

荒川区  志 村 博 司 

品川区  石 田 秀 男 

目黒区  橋 本 欣 一 

大田区  高 瀬 三 徳 

    世田谷区 山口ひろひさ 

    渋谷区  前 田 和 茂 

    中野区  伊東しんじ 

    杉並区  大 泉 時 男 

    墨田区  沖 山  仁 

    江東区  星 野  博 

    足立区  馬 場 信 男 

４ 欠席議員（７名） 

   委員  中央区  原 田 賢 一 

   台東区  和 泉 浩 司 

   北区   戸 枝 大 幸 

       豊島区  竹下ひろみ 

    板橋区  茂 野 善 之 

    練馬区  小 泉 純 二 

    江戸川区 高 木 秀 隆 

５ 出席説明員 

管理者      西川太一郎 

副管理者     佐 藤 良 美 
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監査委員     成 澤 廣 修 

監査委員     髙 橋 邦 夫 

総務部長     大久保一成 

総務部担当部長（総務課長事務取扱）市 川 恭 一 

総務部担当部長（企画室長事務取扱）柳 井  薫 

調整担当部長   原  隆 寿 

施設管理部長   井 上  隆 

処理技術担当部長 大 塚 好 夫 

施設管理部担当部長（施設課長事務取扱）細 江 敏 明  

建設部長     中 村 浩 平 

計画推進担当部長 石﨑 尚志 

監理調整営担当課長 渡 辺  敦 

経営改革担当課長 山 田 良 司 

職員課長     小 林  孝 

労務・研修担当課長 三 羽 憲 和 

財政課長     石 井 康 弘 

契約管財課長   池 田  剛 

用地担当課長   宮 村 和 己 

事業調整課長   濱 園 義 弘 

管理課長     中 尾 正 巳 

技術課長     塚 越  浩 

発電計画担当課長 栗 原 康 明 

計画推進課長   岩 﨑  豊 

推進担当課長   森  裕 明 

建設課長     西 山 正 彦 

清掃事業国際協力室長 山 﨑 廣 孝 

清掃事業国際協力課長 大 川  裕 

清掃技術訓練センター次長 桒 田 明 男 

６ 出席議会事務局職員 

事務局長     和 気  剛 

事務局次長    岩 松 隆 志 

 



-  - 3 

書記       辺 見 文 子 

同        笠 原 尚 子 

７ 傍聴人 ３名 

８ 議 題 

（１）正副委員長の互選 

（２） 議案審査  

① 認定第 １号 平成２４年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計 

歳入歳出決算の認定について 

   （３）その他 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開 会（午後２時３２分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○和気 剛事務局長 事務局から申し上げます。本委員会は、決算特別委員の選任後、

はじめての委員会ですので、委員会条例第６条第２項の規定により、杉並

区の大泉時男委員に臨時委員長をお願いいたします。 

○大泉時男臨時委員長 ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 

 はじめに、傍聴の許可についてお諮りいたします。 

 傍聴人から当委員会の傍聴の申し出がありますので、これを許可したい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○大泉時男臨時委員長 ご異議なしと認め、傍聴を許可することといたします。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおり、これより議題１、正副委員長の

互選に入ります。 

 はじめに、委員長の互選を行います。 

 委員長の互選は、指名推選の方法により行いたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○大泉時男臨時委員長 ご異議なしと認めます。よって、委員長の互選は指名推選の

方法により行うことに決定いたしました。 

 お諮りいたします。委員長の指名は、臨時委員長から行いたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○大泉時男臨時委員長 ご異議なしと認め、臨時委員長から委員長を指名することに

決定いたしました。 

 委員長には、葛飾区の梅沢五十六委員をご指名いたします。 

 これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○大泉時男臨時委員長 ご異議なしと認めます。よって、梅沢五十六委員が委員長に

選出されました。それでは、梅沢委員長に座席の移動をしていただき、ご

あいさつをお願いいたします。 

〔委員長 着席〕 
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○梅沢五十六委員長 決算委員会の委員長に指名をいただきました梅沢です。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは、決算特別委員会を進めます。 

 これより、副委員長の互選を行います。副委員長の互選は指名推選の方

法により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○梅沢五十六委員長 異議なしと認め、よって副委員長の互選は指名推選の方法によ

り行うことに決定いたしました。 

 お諮りいたします。副委員長の指名は委員長から行いたいと思います。

これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○梅沢五十六委員長 異議なしと認め、よって、委員長から副委員長を指名すること

に決定いたしました。 

 副委員長には、文京区の渡辺雅史委員を指名いたします。  

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○梅沢五十六委員長 異議なしと認めます。よって、渡辺雅史委員が副委員長に選出

されました。よろしくお願いいたします。 

 これより、議題２、議案審査に入ります。 

 認定第１号を議題といたします。 

 まず、総務部長から全体の概要説明、次に、各部長から詳細説明を行っ

た後、質疑・意見に入ります。 

 それでは、総務部長の説明を求めます。 

 総務部長。 

○大久保一成総務部長 それでは、私からは、平成２４年度一般会計歳入歳出決算に

つきまして、全体の総括説明を行った後、続けて総務部所管の主な事業に

つきまして、ご説明させていただきます。 

 議案として送付させていただいております決算書、決算審査意見書及び

予算執行の実績報告の三つの冊子がございますが、３冊目、平成２４年度

予算執行の実績報告、主要な施策の成果説明書がございます。これに基づ

きまして、ご説明をさせていただきます。 

 それでは、まず１ページをお開きいただきたいと思います。  
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 １ページの冒頭にもございますように、平成２４年度当初予算は、大田

清掃工場、練馬清掃工場及び杉並清掃工場の建替工事や清掃工場等の補修

工事を着実に実施し、安全で安定した中間処理をさらに推進することなど

を基本方針として編成したところでございます。 

 続く２ページから５ページにつきましては主要事業の成果を記載してお

りますけれども、こちらにつきましては、こののち、各所管部長より説明

させていただきますので、飛びまして、７ページをお開きいただきたいと

存じます。 

 ７ページ、一般会計歳入歳出決算総括でございます。 

 歳入決算額は、８３１億１，３２８万５，０１２円。歳出決算額は７９

２億５，０８３万７，２８８円。歳入から歳出を差し引いた額は３８億６，

２４４万７，７２４円で、建設設備等整備の一部につきまして、事故繰越

により８，０８５万円を翌年度に繰り越したため、実質出資額は３７億８，

１５９万７，７２４円となっております。 

 その次、８ページ、９ページをお開きください。 

 まず、３につきまして、主なものをご説明申し上げます。  

 収入済額における構成比の大きい順から申し上げます。 

 まず、第１款、分担金及び負担金。これは特別区の分担金で、収入済額

は４１４億３，７００万円。構成比が４９．９％で、本組合における歳入

の根幹をなしております。 

 続きまして、第２款、使用料及び手数料。これは廃棄物処理手数料収入

などで、１３８億８９７万８，８４２円。構成比は１６．６％でございま

す。 

 次に、第６款、繰入金。これは財政調整基金からの繰入金で８８億７，

０００万円。構成比は１０．７％となっております。 

 一番下、歳入合計でございますけれども、予算現額が８２７億６，９０

０万円。収入済額は８３１億１，３２８万５，０１２円。収入率は１００．

４％となっております。 

 次に、１０ページ、１１ページをお開きください。 

 歳出でございます。主なものをご説明申し上げます。 

 支出済額における構成比の多い順から申し上げます。 

 まず、第３款、清掃費。これは清掃工場不燃・粗大ごみ処理施設などの
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運営費及び施設整備費で、支出済額は５２１億３，１４７万１，９３５円。

執行率は９４．６％。構成比は６５．８％となっております。  

 続きまして、第５款、諸支出金。これは財政調整基金積立金で１１３億

６，８００万円。構成比は１４．３％でございます。 

 次に、第４款、公債費。これは組合債の元利償還金で、１１０億２，６

１０万７，５１９円でございます。構成比は１３．９％でございます。 

 歳出合計は、一番下でございます、予算現額が８２７億６，９００万円。

支出済額は７９２億５，０８３万７，２８８円。執行率が９５．７％とな

っております。 

 続きまして、１２ページ、１３ページをお開きください。  

 款別・年度別決算状況でございます。 

 まず、歳入ですが、上段の表の一番右、平成２４年度の歳入合計欄をご

覧いただきますと、前年度に比べまして５．４％の増となっております。

これは、第６款、繰入金及び第４款、財産収入が減となりましたが、第９

款、組合債、第１款、分担金及び負担金及び第３款、国庫支出金が増とな

ったことなどによるものでございます。 

 次に、下段にございます歳出は、前年度と比べ、７．４％の増となって

おります。これは第４款、公債費及び第３款、清掃費のうち、第１項、清

掃費で減となりましたが、第３款、清掃費のうち第２項、施設整備費が大

幅な増となったことなどによるものでございます。 

 次に、１４ページ、１５ページをお開きください。 

 こちらは、性質別・年度別決算状況でございます。 

 下段の歳出でございますが、人件費及び公債費であります、義務的経費

の決算額は、一番右の平成２４年度欄をご覧いただきますと、２２４億６，

３１９万２，０００円で、構成比は２８．３％。前年度比べまして５．２

％の減となっております。 

 投資的経費につきましては、同じく９６億６，２２９万９，０００円。

構成比は前年度より８．１ポイント上昇いたしまして、１２．２％。 

 また、物件費を初めとするその他の経費は４７１億２，５３４万６，０

００円で、構成比は５９．５％となっております。 

 次に、１６ページ、１７ページをお開きください。 

 職員費決算状況でございます。 
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 決算額は一番下の段にございますように、１１４億１，０２３万５，７

８７円。執行率は９６．２％となっております。前年度と比べまして、４

億１，８００万円の減。３．５％の減となっております。 

 次に、１８ページ、１９ページをお開きください 

 組合債現在高調書でございます。 

 平成２４年度中に３６億８，２００万円の組合債を新たに発行いたしま

したが、既に発行した組合債の定時償還が進捗したことにより、平成２４

年度末現在高は、前年度末に比べまして６７億４，４４１万円減少し、３

６９億７，７８６万９，０００円となっております。 

 ページが飛びますが、８２ページをお開きください。 

 ８２ページの中ほどの表、財政調整基金の状況でございます。  

 平成２４年度末の現在高は、前年度末に比べまして２４億９，８００万

円増加いたしまして、１９６億６，６００万円となっております。なお、

今年度の当初予算におきまして、このうち６２億３，０００万円を繰り入

れ、財源対策として活用しております。 

 以上で、平成２４年度決算の総括説明とさせていただきます。  

 なお、決算審査意見書におきまして、監査委員より決算審査を行った結

果、いずれも法令に適合し、計数上過誤のないことを認めたとする報告を

いただいております。 

 続きまして、総務部所管の主なものについてご説明いたします。  

 ちょっとお戻りいただきまして、４９ページをお開きください。  

 事業名２、本庁管理。こちらは、庁舎管理、文書管理、契約事務、情報

システム運営等の本庁管理等に要した経費で、執行率が９６．９％となっ

ております。 

 そのページの予算執行の実績の欄。 

 １番といたしまして、総務事務のうち本庁舎維持管理他では東京都が帰

宅困難者対策条例におきまして、事業者に対し、従業員３日分の食料など

の備蓄などが努力義務化したことに伴い、非常用食糧の備蓄基準を従来の

２日分から３日分に変更し、不足分を購入しております。 

 続きまして、５５ページをお開きください。 

 こちらは事業名６、企画広報。企画・技術管理、広報活動及び清掃事業

国際協力に要した経費で、執行率は８９．７％となっております。  
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 ページ中ほどの予算執行の実績欄１番、企画・技術管理のうち、ごみ排

出原単位等実態調査委託は、２３区の区域内から発生する家庭ごみ及び事

業系ごみにつきまして、一般廃棄物処理基本計画における施設整備等を検

討する際に必要とされる基礎的な資料を得ることを目的として実施してお

ります。 

 ３番、清掃事業国際協力。これは、清掃事業の国際協力に係る経費で、

政府などが進める海外展開支援事業の事業化調査において、提案事業の要

請を受けまして、ごみ処理の制度設計、住民合意形成などについて助言を

行いました。なお、本件につきましては、提案事業者から事業化調査協力

金が本組合に支払われております。 

 続きまして、５６ページをお開きください。 

 事業名７、清掃技術訓練でございます。こちらは、ごみの中間処理に関

する技術や技能の維持・向上を目的とする訓練機関でございます。清掃技

術訓練センターの運営に要した経費で、執行率は８２．６％となっており

ます。 

 清掃工場などで培ってきた知見の再構築と施設部門における課題解決支

援を行うため、平成２５年度に調査研究部門を拡充しておりますが、平成

２４年度はそのための準備経費を執行しております。 

 以上で、総務部所管の説明を終わります。 

○梅沢五十六委員長 次に、施設管理部長の説明を求めます。 

○井上 隆施設管理部長 私からは、施設管理部所管の主なものについてご説明いた

します。 

 まずはじめに、歳入からご説明いたします。 

 恐れ入りますが、引き続き、予算執行の実績報告の冊子、２５ページを

お開き願います。 

 清掃手数料。こちらは、清掃事務手数料収入及び廃棄物処理手数料収入

でございます。予算現額は１３８億１９９万５，０００円に対し、収入済

額は１３７億９，７６８万４，４００円で、収入率は１００．０％となっ

ております。 

 飛びまして、恐縮ですが、３６ページをお開き願います。  

 宮城県女川町からの災害廃棄物の受入れに伴う受託事業収入でございま

す。予算現額３億３，１０３万８，０００円に対し、収入済額は３億４，
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５９８万６，０９５円で、収入率は１０４．５％となっております。これ

は受入量に受け入れ単価、キロ当たり１４．５円をかけたものでございま

す。 

 ２枚おめくりいただきまして、４０ページをご覧ください。 

 清掃工場における余剰電力及び熱エネルギーの売払収入でございます。

予算現額６５億７１７万７，０００円に対し、収入済額は６５億１，５０

２万６，０６０円で、収入率は１００．１％となっております。  

 続きまして、歳出についてご説明いたします。 

 恐れ入りますが、６１ページをお開きください。 

 ごみ焼却作業、清掃工場等におけるごみの中間処理作業等に要した経費

でございます。予算現額２８８億７，０６７万４，０００円に対し、支出

済額は２６６億２，９３９万１，２８２円。執行率は９２．２％となって

おります。 

 不用額の主な要因は１、焼却作業管理における光熱費及び２、焼却技術

管理における薬剤購入費の実績による残でございます。 

 １枚おめくりいただき、右側、６３ページをごらんください。  

 ここからは不燃・粗大ごみの処理費でございます。 

 まず、中防不燃処理センターにおける処理作業経費は、予算現額１９億

２，８８８万８，０００円に対し、支出済額は１８億５７２万４，１０３

円で、執行率は９３．６％。不用額の主な要因は、光熱水費の実績による

残でございます。 

 １枚おめくりいただき、６４ページをお開きください。 

 京浜島不燃ごみ処理センターにおける処理作業経費は、予算現額１０億

１，１０８万９，０００円に対し、支出済額は９億７，５８４万１，８６

９円で、執行率は９６．５％となっております。 

 続いて、右側、６５ページをご覧ください。 

 粗大ごみ破砕処理施設における処理作業経費は、予算現額１６億８，２

５４万８，０００円に対し、支出済額は１６億４，４８１万３，９２５円

で、執行率は９７．８％となっております。 

 １枚おめくりいただき、６６ページをご覧ください。 

 破砕ごみ処理施設における粗大破砕済ごみの焼却処理作業に要した経費

は予算現額７億４，８７６万４，０００円に対し、支出済額は６億９，７
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８４万９，０４５円で、執行率は９３．２％となっております。  

 不燃・粗大ごみについては、以上でございます。 

 １枚おめくりいただき、６８ページをご覧ください。 

 品川清掃作業所におけるし尿等の処理経費でございます。予算現額１億

７，８１５万３，０００円に対し、支出済額は１億７，７１３万４，４８

１円で、執行率は９９．４％となっております。 

 続いて、右側、６９ページをご覧ください。 

 焼却灰や破砕済ごみ等の埋立処分にかかる東京都への委託経費でござい

ます。予算現額２５億１５５万６，０００円に対し、支出済額は２４億５，

１４８万２０４円で、執行率は９８．０％となっております。  

 飛びまして、恐縮ですが、７３ページをお開きください。  

 既存清掃工場の設備及び施設の整備工事等に要した経費でございます。

予算現額２５億５，１４４万８，０００円に対し、支出済額は２４億１，

１５８万６，３５０円で、執行率は９４．５％となっております。  

 施設管理部所管の主なものについての説明は以上でございます。  

○梅沢五十六委員長 次に、建設部長の説明を求めます。 

○中村浩平建設部長 それでは、私から建設部所管の主なものについてご説明をいた

します。 

 はじめに、歳入についてでございます。  

 引き続き、予算執行の実績報告の冊子、２６ページをお開きください。 

 第１目、清掃費国庫補助金の収入実績欄、１、循環型社会形成推進交付

金でございます。循環型社会形成推進交付金は、循環型社会の形成を目的

とした廃棄物処理施設整備に対する国の交付金で、収入率は１００％でご

ざいます。内容は、大田、練馬、光が丘の各清掃工場の整備事業に対する

交付金となっております。 

 続きまして、歳出でございます。 

 恐れ入ります、７１ページをお開きください。 

 事業名１、清掃工場の建設の予算執行の実績欄、２、練馬清掃工場から

次ページ、７２ページの６、世田谷清掃工場までが建設部所管の事業で、

清掃工場の建設、建替工事や環境影響調査委託、整備計画策定調査委託等

に要した経費となっております。 

 お戻りいただきまして、２、練馬清掃工場は平成２２年１２月に着工し、
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平成２７年９月のしゅん工を予定しており、現在は地下の基礎工事と躯体

工事を行っております。 

 ３、大田清掃工場は平成２１年６月に着工し、平成２６年９月のしゅん

工を予定しており、現在は、工場棟の建築工事とプラント工事を行ってお

ります。 

 ４、杉並清掃工場は、平成２４年９月に着工し、平成２９年９月のしゅ

ん工を予定しており、現在は解体工事を行っております。 

 ５、光が丘清掃工場は、平成２５年２月に建替計画を策定し、平成２８

年度着工に向けて、現在は環境影響評価書案の作成を進めております。 

 次ページ、７２ページでございます。 

 ６、世田谷清掃工場は、平成２０年３月にしゅん工しており、工事後に

行う環境影響評価（事後調査）を実施したものでございます。各事業とも、

予算現額に対しまして、ほぼ予定どおりの執行となっております。  

 今後とも、一般廃棄物処理基本計画に基づき、着実に清掃工場の整備事

業を進めるとともに、適正な予算執行に努めてまいります。  

 以上で建設部の説明を終わります。 

○梅沢五十六委員長 それでは、これより質疑・意見を行います。 

 質疑・意見はありませんか。 

○渡辺雅史副委員長 すみません、副委員長なのに最初に質問をさせていただいて。 

 簡潔にやりたいと思います。 

 このページでいうと、６０ページから６１ページにかけてだと思うので

すが、いわゆる清掃工場の運営についてちょっと質問させていただきます。  

 清掃工場は休日も夜間も休みなく稼働しているわけで、大変、運営にご

苦労されていると思うのですが、そこで、工場の運転、特に休日・夜間の

体制と、また、事故やトラブルを起こさないための技術力の確保について

ちょっと質問させていただきます。 

 まず初めに、休日・夜間については、１工場当たり、どのような体制で

運営をされているのか。また、その業務内容をちょっと具体的にお伺いし

たいのと、あとは、休日とか夜間の運転中に事故とかトラブルが発生した

際の危機管理体制というのは、これはどうなっているのか、この２点、ち

ょっと質問させていただきます。 

○中尾正巳管理課長 工場内の夜間の体制、あるいはトラブルということでございま
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すけれども、夜間につきましては、運転の職員等を配置いたしまして運転

の方を進めております。運転の職員については、５人から８人の体制で夜

間の運転を行っております。 

 また、事故のトラブル等ですけれども、事故等が発生いたしますと、各

工場から、私、管理課長と技術課長の方に報告が入るようになっておりま

して、我々の方から関係部署等に報告をいたしまして対応するというよう

な内容になっております。 

 以上でございます。 

○塚越 浩技術課長 申しわけございません。休日の勤務体制について、補足で説明

いたします。 

 休日につきましては、ごみ収集の作業日がある場合は、日勤の職員も約

４分の１程度出勤をして勤務にあたっております。また、日曜日と夜間に

つきましては、先ほど管理課長の方がご説明したとおり、運転係、オペレ

ーションをする人数だけで運営を行っているというものでございます。 

○渡辺雅史副委員長 ありがとうございます。それと、この予算執行の６１ページに

清掃工場の運転管理委託というふうに出ているんですけれども、これは幾

つの工場で運転管理を委託しているのとかということと、この工場におけ

る運転管理というのは大変重要な業務だと思うのですけれども、この委託

事業者の職員の技術力とか、危機管理能力とか、そういったものはどのよ

うに担保されているのか、お聞きしたいと思います。 

○細江敏明施設課長 それでは、私からお答えいたします。今現在、清掃工場の運転

管理委託をしている工場は１９工場のうち８工場でございます。  

 それから、灰溶融設備と受付部門を委託している工場は６工場というこ

とでございまして、１９工場中１４工場で業務委託を実施しているという

ことでございます。 

 それから、委託業者の技術力等ですけれども、１４工場のうち５工場は

清掃一組でつくりました東京エコサービス株式会社、ここは一組の事業の

補完代行をしている組織でございまして、多くのＯＢ等を擁しております

ので、ここがやっているということで、まず問題はございません。 

 残りの工場につきましては、工場のプラントを設計・施工したプラント

メーカーがやってございますので、こちらの方につきましても問題ないと

いうことで、安定した運転をされている状況でございます。 
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 以上ございます。 

○渡辺雅史副委員長 直営の工場もあるんですね。委託事業者の技術力の担保につい

ては、そもそも直営の方の清掃一組の職員の技術力というのが高くなけれ

ばだめなんだろうというふうに思っていますし、今、お話のあった清掃一

組の職員が運転管理を行っている工場では、なおさら職員の技術力が問わ

れるかというふうに思っているんですけれども、最後に、清掃一組の職員

の技術の向上についてはどのような取組をされているのか、最後にお聞き

したいと思います。 

○細江敏明施設課長 直営の職員につきましては、東京都時代から長年清掃事業に携

わってきた技術者がまだ少し残ってございます。そういった人たちを中心

にしたＯＪＴといいますか、職場への研修も行っております。  

 それから、訓練センターが私どもにできておりまして、そこでも運転管

理コースですとか、設計・積算コース、そういった幾つかのコースがあり

まして、そこで技術を磨いているということでございます。  

 それから、今現在、昨年度から引き続き、今年度も人材育成計画という

ものを作成しておりまして、今後の技術者をどう育成していくかというよ

うなことも全庁的に検討しているところでございます。  

○渡辺雅史副委員長 ありがとうございます。恐らく、多分、団塊の世代の人たちが

ずっと退職をしていくと、ノウハウとか技術の継承というのが大きな課題

になるかというふうに思いますので、今後、一層、職員の技術力を高めて

いくような取組をお願いしたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○梅沢五十六委員長 ほかにございますか。 

○志村博司委員 ただいまの６１ページの定期補修工事に関連して質問させていただ

きたいと思うのですが、今年の１月、２月の全員協議会や本会議、予算特

別委員会等で報告や質疑があったということで、新江東清掃工場での定期

補修工事中の死亡事故についてなんですが、この事故が起こったのは１月

１０日でございまして、多分、２月の本会議予算特別委員会のころはあま

り経過もよくわかっていなかったし、その後、議長会も大分メンバーが変

わりましたので、その事故の概要、また、今日までの経緯について、分か

る範囲でご報告いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○塚越 浩技術課長 それでは、私の方から新江東清掃工場の労働災害のその後の経
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過についてご説明いたします。 

 本年１月１０日、新江東清掃工場の定期補修工事中に発生いたしました

労働災害死亡事故についての現在までの経過でございます。  

 まず、事故の原因につきましては、３月２８日に亀戸労働基準監督署か

ら元請の株式会社タクマに出されました安全衛生指導書、こちらに本災害

については、足場の組立てにおいて開口部が設けられ、開口部に対して特

段の措置が講じられなかったことが原因であるというふうに明記されてお

ります。 

 合わせまして、元請の株式会社タクマ及び、今回、被災者を出してしま

いました下請の矢吹炉研株式会社に対しまして、墜落防止や労働者間の合

図などの見直しなど、安全性にかかる事項について改善策を図り、改善状

況について報告するよう指導されたというふうに報告を受けております。 

 これに対しまして、株式会社タクマ及び矢吹炉研株式会社は改善公告書

を４月１２日及び４月１５日にそれぞれ亀戸労働基準監督署の方に提出し

てございます。 

 是正の内容につきましては、墜落防止については、足場仮設に開口部が

必要な場合は必ず安全対策の措置を講じること。また、作業前点検として、

安全巡視点検を必ず実施するこという内容でございます。 

 また、労働者間の合図等の見直しについては、作業手順、役割分担を明

確に定め、周知徹底を図るとともに、作業員の交代につきましては、機械

の外部にて必ず行うという是正内容でございます。 

 この内容につきましては、その後、６月２８日に株式会社タクマが亀戸

労働基準監督署に改善内容についての了承、この内容でいいかどうかの了

承を確認しております。 

 安全衛生にかかわる協議事項については、以上でございます。  

 また、ご遺族との補償の協議状況につきましては、直接雇用会社であり

ます矢吹炉研株式会社が現在対応しております。なお、遺族からは、今回

の労働災害事故についてご理解をいただいているということを株式会社タ

クマより報告を受けております。今後も、ご遺族に対して丁寧な対応を進

めていくということでございます。 

 また、刑事責任につきましては、警察の捜査につきましては、早い段階

で終了しておりますが、亀戸労働基準監督署が労働安全衛生法などに基づ
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く知見から、書類送検についてまだ現在も検討中というところでございま

す。 

 新江東清掃工場の労働災害事故についての、現在までの内容としては以

上でございます。 

○梅沢五十六委員長 ほかにございますか。 

○星野 博委員 私からは、灰溶融処理を中止というか、休止をしました。 

 非常に私はとっぴなふうに受けとめているのですが、焼却灰を溶融して、

これをスラグ化して資源化するということで、一つのごみ処理システムと

いうものを目指している方向性だと思っておりまして、つい最近までこの

溶融炉の建設については熱意を持って大変な予算をかけてやってきたと、

そんなふうに理解しているんですが、これが、先ほども申しましたけれど

も、特化として方向転換をして、順次、休止していくと。  

 最後に多摩川と葛飾ですか、２工場だけ残すということなんですが、こ

の方向転換については、議会に対しても、区民に対しても、納得のいく説

明をする、私はしていただきたいなということでこの質問をさせていただ

きます。 

 それと、この焼却灰の処理について、今後、この焼却灰はそのまま中防

へ持っていって埋め立ててしまうということにするのか、それとも、これ

は何らかのまた資源化とか等、そういった方向性を考えているのか、その

点、２点質問いたします。 

○細江敏明施設課長 灰溶融の休止につきましては、５月の全員協議会でご説明をし

てきたわけでございますけれども、なぜそういうふうになったかと申しま

すと、実は、灰溶融につきましては、今お話のありましたとおり、灰を資

源化するということで、埋立処分場の延命化にもつながる非常に期待され

ていた技術なんですけれども、多額のエネルギーが必要になってくるです

とか、あるいは地球温暖化対策、そういったことの逆風が吹きましたし、

それから、先の３．１１の地震におきましては、放射能問題、あるいは電

力需給逼迫といったような問題がありましたので、平成２３年度から２４

年度に、今後の灰溶融炉施設をどうしようかということで、東京都、それ

から２３区、一組の管理職が集まりまして検討会を開きました。  

 今後は全量溶融ということではなくて、有効利用する部分だけスラグに

することにしました。ついては、最終的には、７施設のうち、平成２８年
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度以降は２施設残し、あとは、順次、平成２６年度から休止することにな

ったものでございます。 

 なぜ、この２施設が残ったかということですけれども、実は、生成した

スラグの有効利用の９０％が東京都の埋立処分場での造成工事の地盤改良

材として使われておりますけれども、これが平成２７年度いっぱいで、一

旦、終了いたします。 

 ということで、平成２８年度以降はなかなか有効利用が見込めないとい

うことで、２３区さんの方で主にアスファルト舗装等に使っていただいて

おりますけれども、こういった部分でお使いになっていただいている分だ

け作っていきましょうということになりました。 

 施設を残すにあたりましては、当然、経済性を考慮いたしましたし、そ

れから、電力需給逼迫への貢献ですとか、地域性、こういったものを総合

的に評価いたしました結果、施設規模の小さい葛飾工場と多摩川工場が平

成２８年度以降、存続して運転するということになった次第でございます。  

○塚越 浩技術課長 二つ目の質問の今後の灰の資源化について、私の方から説明い

たします。 

 灰の資源化につきましては、今、施設課長の方から説明がありましたと

おり、３．１１の福島原発の事故以降、灰を焼却することによって灰の方

に放射性物質が濃縮するという傾向を確認しております。 

 焼却にあたりましては、飛灰と主灰それぞれ２種類の灰が排出されるん

ですけれども、現在もこの飛灰につきましては、飛灰と申しますのは集じ

ん機で集められる灰のことですけれども、こちらの方の放射能濃度は国の

定めた有効利用に資する１００ベクレル以下にまだなっていないという状

況でございます。 

 ですので、その資源化につきましては、やはり放射能濃度が１００ベク

レル以下にならないと資源化はできないのではないかと考えているところ

でございます。 

 ただ、主灰につきましては、ほとんどの工場で、今、１００ベクレル以

下になっているという状況でございます。１００ベクレル以下につきまし

ては、有効利用、資源化に資することができるという国の方針もございま

すので、この主灰につきましては、現在、セメントの材料としての資源化

ができるのかどうかというところの調査を、今、行い始めたという状況で
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ございます。 

○柳井 薫企画室長 少し補足しますと、灰の溶融処理につきましては、ご案内のと

おり東京都清掃局の時代に新海面処分場建設の埋立て認可と、当時、ダイ

オキシン対策が非常に大きな問題となっておりましたので、溶融処理につ

いては、ダイオキシンが分解できるし、また、溶融することによって容積

も半分近くになったり、場合によっては将来的に砂のかわりに使えるとい

うことで、東京都が国の方針を受けまして全量溶融計画をつくってきたも

のであります。 

 その後、今、説明したとおり、溶融処理については非常にエネルギーに

お金がかかったり、これは当初からある程度わかっていたことであります

けれども、そういうダイオキシン対策や処分場の延命化という非常に重要

な問題に対してやはり取り組んでいこうということで全量溶融になりまし

た。 

 移管に際しまして、一組がこれを受けたものでございまして、それに沿

って整備を進めてきて、平成１９年度末には、一応、東京都の計画を引き

継いだものは完成したところでございます。  

 ただ、この間、やはり経費自体高くかかっていたり、京都議定書の発行

等で国の方も溶融処理については、作らなくても補助金を出すなど、順次、

見直しを図ってきたところであります。 

 その後、最終的には、東日本大震災で、溶融すると灰等に放射性物質が

濃縮したり、また大きな問題、エネルギーに関する廃棄物処理の役割の中

で、できる限り、あるべき想定したメリットの中で、溶融処理を縮小して

いこうということになってございます。 

 そういった意味では、灰溶融処理についても、当初の見通しがどうだっ

たかというご意見はあろうかと思いますけれども、我々としましても、東

京都の方針や移管の方針及び国等の温暖化や震災に対する対応等々を踏ま

えまして、適切に関係の皆様と協力しながら、見直しをしたものでござい

ます。 

 それから、区民に対するいろんなご説明につきましてはおっしゃるとお

りでございまして、この間につきましては、私どもとしては区民との意見

交換会というものを独自に構成しておりまして、去年と今年にかけて大き

な計画の変更に対して、今般の実施計画、実施施設に関しても意見交換会
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を開催しまして、意見を聞き、皆様にご理解を得るとともに、ホームペー

ジでも公表しております。 

 それから、各運営協議会につきましても、各工場、溶融施設のある工場

を中心として詳細な説明をし、ご理解を得てきたと思っております。 

 こちらからは以上でございます。 

○星野 博委員 これは責任ということになれば、国とか東京都の施策を引き継いだ

という部分もあると思います。なかなか、だめなものをいつまでやってい

てもしょうがないということもあるんだろうとは思いますけれども、それ

につけても、見通しの甘さというのか、当初から、今お話がありましたけ

れども、わかっている部分も、大量のエネルギーを使うとか、維持管理が

大変だとか、技術的な問題とかというのはわかっていたわけですから、ひ

とつこれを大きな教訓として一部組合はしていただきたいと思うのと同時

に、この処理システムというのは、一つ、リサイクルというか、完結する、

なかなかアイデア的にはいいアイデアだなと思ったんですけれども、それ

がだめになったということで、僕はその中防の、何でも中防に行って埋め

てしまえばいいという感覚ではなくて、新たな処理システム、これは知恵

を絞って、資源化の道とか、その辺、また、区民から大いに評価されるよ

うな、考えてつくり上げていっていただきたいなと、それは強く要望させ

ていただきます。 

 以上です。 

○梅沢五十六委員長 ほかにございますか。 

○おぐら利彦委員 おぐらでございます。私からは、この実績報告の７３ページ、７

４ページのところです。清掃工場の施設整備についてお伺いしたいと思い

ます。 

 今回の提出議案で出ているように、足立清掃工場、また中防の不燃ごみ

処理センター、この定期的な補修工事、整備工事、これが大きな金額にも

かかわらず随意契約で行われている。 

 それと、契約先がほぼ施設をつくったプラントメーカーにお願いしてい

るという、その辺が、以前も、今までも、多分そういう傾向にあったんだ

ろうと思います。それについて、まず、ご説明いただければと思います。

それと、なぜ入札方式を取らないで随意契約にしているのかということで、

お願いします。 
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○塚越 浩技術課長 特命随意契約について説明をいたします。 

 まず、年間を通じて変動するごみ量に対応するために、定期補修工事を

１炉当たり６週間程度で終わらせるという計画を立てているところでござ

います。 

 当然のことながら、プラントの性能を維持させる必要がございます。こ

のために、プラントを設計・建設した当該のプラントメーカーに定期補修

工事を行わせる必要があるというふうに考えているところでございます。 

 さらには、工場所有権やノウハウが多く存在しております。例えば、ス

トーカ式焼却炉であれば、同じような火格子で焼却させているだけという

ふうに、一見、見える場合もございます。 

 しかし、同じ火格子といっても、各メーカーでそれぞれ独自のノウハウ

等、形状、寸法など大きく異なっておりまして、これを他のメーカーでは

責任が持てないという、そういうような理由から特命随意契約をしている

ところでございます。 

○おぐら利彦委員 今、説明いただいた中に、ノウハウを持っているというような説

明がありましたけれども、もちろんつくった会社が一番ノウハウを持って

いるわけですけれども、今、やはり、確かな技術力を持った会社というの

は数社あると思います。 

 そういった中で、やはりそこしか使えないものというのもあるかと思い

ますけれども、そういったところにも発注することも必要ではないかと思

うのですけれども、そういった特殊なノウハウですとか、先ほどおっしゃ

っていました工業所有権ですか、そういったところの説明をしていただけ

ますか。 

○塚越 浩技術課長 まず、焼却炉プラント全体の基本的な構成は、これはいずれの

清掃工場でも同じでございます。 

 現在、清掃工場に要求されている高度な性能条件や制約された個々の立

地条件、工場によりましては、やはり立地条件が厳しい工場もございます

ので、これらの立地条件を満たすために、プラントメーカーはプラントを

構成する設備に独自のさまざまな技術的な工夫をしているところでござい

ます。 

 こういうプラントメーカーにつきましては、これらの技術的工夫を設備

の形状、機能、材料、加工方法、システムの構造など、多岐にわたる工業
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所有権を保持しております。また、独自技術の優位を保つために、企業内

のノウハウとして、ほとんどのものを非公開で保有しているという事実が

ございます。 

 一例を挙げますと、清掃一組で運用している焼却炉の形式としては、ス

トーカ炉、それと流動床炉、ガス化溶融炉などの種別がございます。 

 ストーカ炉の中でも、ごみを燃焼させる、先ほども説明いたしました火

格子の面に段差がある斜面、または段差のない斜面、または水平とか、プ

ラントメーカーによっては、そういう火格子一つとってもさまざまな形状

を構成しているというところでございます。 

 また、火格子を動かしながら来るごみを移動させ、また、それを動かす

ことによって、空気をかえることによって焼却が可能になっておりますか

ら、この火格子の動かし方一つを取りましても、コンパクトにそれらの火

格子の形状に合わせた形状、材質などを設計しているというところでござ

います。 

 これらの形状、材質、方法、構造などは、ほとんどのものが特許権、実

用新案権として、開発したプラントメーカーが登録しているということで

ありまして、このような工場所有権がプラントを構成するほとんどの設備

に、現在、存在しているという状況でございます。 

○おぐら利彦委員 いろんな専門用語が出てきて私は理解できない部分もあったんで

すけれども、その会社しか持ってない技術力というのがあるということだ

と思います。 

 ただ、今まで入札をしてこなかったということなんですけれども、入札

を実際に導入した場合、どのような問題点が生じるのか、それをお聞かせ

いただけませんか。 

○塚越 浩技術課長 実際に入札を行ったときにどういう不具合があるかということ

でございます。 

 清掃一組では、現在、１９の清掃工場を維持管理しております。定期補

修工事につきましては、これは全ての工場で毎年実施しているというとこ

ろでございます。 

 定期補修工事の内容につきましては、事前に行われます中間点検で、一

定程度、確定させまして、その段階で図面の作成や材料の発注など、実質

的な準備期間というのを設けてございます。 
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 これを競争入札した場合には、落札業者が決定後、図面の作成や材料の

発注などを行うことから、現在よりも、当然のことながら工期が１、２か

月延びるということが考えられます。 

 また、さらに、入札が不調になった場合におきましては、再度、契約手

続を行うなど、そういう必要が生じることから、工事の着手が２か月程度

おくれることが考えられるというようになります。 

 このように工期が長くなるということは、停止する工場数が当然のこと

ながら多くなりまして、２３区全体のごみの処理能力に不足が生じ、その

結果、２３区のごみ処理に影響や支障を来すことになるというふうに考え

ております。 

 以上のことから、１９清掃工場を維持管理していく上では、２３区全体

の清掃事業を考えた場合には随意契約が適切であるというふうに考えてい

るところでございます。 

 実際に平成２０年に中防灰溶融施設定期補修工事において契約が不調と

なりました。このときに、他プラントメーカーによる施工の可能性を打診

しましたが、他のプラントメーカーにおきましては、やはり技術を開発し、

製作した施設の補修工事等を請け負うことは、公害防止施設などの性能を

保証することが困難だという判断、また、安全で安定的な運転ができない

というような理由で、全てのメーカーが辞退になったという例がございま

す。 

○おぐら利彦委員 今の説明で、準備期間の問題ですとか、一度やられたということ

で、それの契約が不調となったというお話も伺いましたけれども、やはり、

それでも、随意契約を減らしていく努力というのはしていかないといけな

いと思います。それについて、今後、取り組んでいく姿勢が何かありまし

たら教えてください。 

○塚越 浩技術課長 随意契約を減らす努力につきましては、これは各区と同様に、

建設設備、特にエレベーターの点検など、建設設備の点検につきましては、

現在も競争入札で発注をしております。 

 また、プラントにかかるものでございましても、排ガスや排ガスを実際

に測定する機器、また、高圧受変電設備の点検委託など、法定資格の要件

を満たせる業者が多数存在するものや、性能の影響を回避できる、例えば

ＩＴＶ監視システムとか、あとは空気圧縮につきましては、現在、分離を
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いたしまして競争入札による発注を行っているというところでございます。  

 この分離発注への取組につきましては、基本的には、基幹設備のところ

につきましては性能を担保する必要があるところから随意契約にしており

ますが、それ以外のところにつきましては分離発注を行いまして、平成１

６年と平成２４年の契約方法別の件数で見ますと、随意契約は平成１６年

５５％から、平成２４年度につきましては３７％に減少してございます。 

 また、入札契約の比率につきましては、平成１６年度１４％から２２％

にそれぞれ増えておりまして、分離発注が、まだ完全ではございませんけ

れども進んでいる効果があらわれているというふうに考えているところで

ございます。 

 また、当然、この分離発注の拡大につきましては、各工場長会の場や先

ほどありました技術の継承をするための積算設計研修の機会などを活用い

たしまして、この分離発注の考え方を周知して継続的に行うことで、契約

のあり方について今後も検討を進めてまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

○おぐら利彦委員 分離発注等、少しずつ取組をされているということですが、おお

もとのところでやはりまだ随意契約が続いているという。 

 ほかの自治体で、例えば定期補修工事、または整備工事、これに競争入

札を導入している自治体があれば教えていただきたいのですけれども。 

○塚越 浩技術課長 他都市の状況でございます。他都市の状況につきましては、施

設規模がさまざまでございますので、施設規模を一定程度基準を設けまし

て、２００施設から調査をして回答を得たという結果がございます。 

 施設の規模につきましては、日量１００トン以上で、ボイラー設備を併

設して、連続式で運転管理を行っていること、ほぼ私たちの清掃一組が保

有している規模と同等の施設について調査をしたというものでございます。  

 ２００施設からの調査結果といたしましては、長期請負契約となってい

る１３施設、これはＤＢＯ方式等で包括請負契約をしているところがあり

まして、この１３施設を除きまして、特命随意契約で行っている１７４施

設というふうな結果でございます。全体といたしましては９３％でござい

ます。競争入札につきましては、１３施設で実施されておりました。 

 しかし、先ほどからご説明申し上げているとおり、性能補償にかかる設

備のところにつきましては、全てプラントメーカーが受注しているという
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現状でございます。 

 これの調査をしている中で、自治体からの聞き取りでわかったところで

ございますが、一部の自治体では、競争入札を行ったところ、プラントメ

ーカー以外はやはり辞退をして翌年度から特命随意契約に戻した自治体、

また、一般競争入札を制限付で行ったところ、１社も手を挙げずに不調と

なり、結果としてプラントメーカーの方に特命随意契約があったという自

治体も、調査をしながら聞き取ったような状況がございます。  

 以上でございます。 

○おぐら利彦委員 ほかの自治体も、皆さん、随意契約でほぼやられているというこ

とで事情はわかりましたけれども、やはり少しでも随意契約から、皆さん

の理解が得られるような形で入札への移行も必要かと思われます。 

 それと、先ほどお話しいただいた分離発注ですね、これもさらに進めて

いただきたいと思います。 

 いろいろと、やはり企業が持っているノウハウという面ではそこに発注

せざるを得ない場合もあるかもしれませんけれども、今後とも取り組んで

いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 以上です。 

○梅沢五十六委員長 ほかにございますか。 

○山口ひろひさ委員 １８日にも説明があったと思うのですけれども、ちょっと私の

方は日経新聞、９月６日の日経に出ましたごみ処理技術のカザフへの移転

という、ちょっと記事を持ってきたので読ませてもらいますけれども、東

京二十三区清掃一部事務組合は、９月から三菱重工業グループと組み、カ

ザフスタンへごみ処理技術を移転するための調査を始める。 

 ごみを燃料にした発電設備計画を支援する。東京のごみ処理システムを

紹介し、環境問題が深刻化する新興国向けにコンサルタント業務を強化す

るということでこういう記事が出ていたわけですけれども、今まで培って

きたノウハウを、清掃一組と２３区が協力しながら、こうした発展途上国

のカザフスタンを支援するということは、私は非常に有意義なことだと思

います。 

 こういった清掃技術の支援、国や企業を含めて、まずそのスキームと支

援というのは現状どのようになっているのか、ちょっと、まず教えていた

だきたいのです。 
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○大川 裕清掃事業国際協力課長 急速な経済成長の過程にある途上国におきまして、

廃棄物処理への対応が後手に回って、健康被害、環境汚染が深刻化するこ

とが、現在、危惧されております。 

 こうした海外諸都市に対しまして、これまで東京の公衆衛生を維持して

まいりました東京二十三区の清掃事業の経験、また廃棄物処理の技術、こ

れを伝えることができれば、地球環境の保全に資すると考えているもので

ございます。 

 アジアを初めとして、各国におきましては、我が国の環境省や経済産業

省が支援してございます３Ｒ、廃棄物処理に関する事業の実現可能性調査

事業や民間企業のさまざまな取組に協力していくことで、途上国における

温暖化対策、また同時に、廃棄物問題の環境汚染対策にも資すると考えて

おります。国際的公共利益、これを達成することができるものと考えてい

る次第でございます。 

 このため、昨年５月に東京二十三区清掃事業の国際協力に関する基本方

針、これを策定してございます。一つ目として、国際貢献型。二つ目とし

て、コンサル型。三つ目として施設の運営、また維持のＯ＆Ｍ型、それか

ら出資事業運営型の国際協力を大きく四つの基本パターンをまとめ、取り

組んでいるところでございます。 

 特に１の国際貢献型につきましては、海外からの清掃工場への視察者の

受入れ、また研修等を実施してございます。 

 また、二つ目のコンサル型におきましては、先ほどご案内いたしました

経済産業省、環境省等の事業の実現可能性調査、こちらの方に協力をさせ

ていただいてございます。 

○山口ひろひさ委員 基本方針四つの中で国際貢献とコンサル型というのが一歩進ん

でいるのかなという答弁でしたけれども、今まで行ってきた中で具体的な

実績は何かありますか。 

○大川 裕清掃事業国際協力課長 はい。実は、清掃一組の評議会におきまして、調

査研究を初めとした国際協力の取組につきまして、平成２３年度に有識者

を入れた清掃事業国際協力研究会を設置してございます。 

 先ほどご説明申し上げました基本方針について議論していただきまして、

平成２４年５月に基本方針を策定して、本格的な取組を実施してまいりま

した。 
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 平成２４年度につきましては、海外からの視察につきまして、１２６件、

約１、９００名の方を受け入れてございます。 

 また、独立行政法人国際協力機構、ＪＩＣＡの日本・マレーシア経済連

携協定に基づきまして、廃棄物管理行政、こちらの研修に協力をいたしま

して、ソフト、また講師陣の提供を行うなど、国際貢献型の事業を実施し

ております。 

 また、コンサル型といたしまして、民間企業が受託いたしました経済産

業省、こちらの委託事業といたしまして、マレーシア廃棄物発電熱供給事

業に関する事業化調査及びブラジル、クリチバ市における現地適応型廃棄

物処理事業調査、また、環境省の委託事業でございますベトナム社会主義

共和国ハノイ市におけるセメントキルンを利用した都市廃棄物処理事業に

関する実現可能性調査、以上３件について協力をしてまいりました。 

 以上の３件の調査に協力した際に、国から委託を受けた幹事会社から清

掃一組に対しまして、調査終了後に支払われました実費相当の協力金でご

ざいます事業化調査協力金、こちらを合計９２０万円余り歳入として受け

入れてございます。 

 以上でございます。 

○山口ひろひさ委員 今、三つのお話、そして９２０万円の歳入があったということ

ですけれども、こういった実績を踏まえて、今後の見通しというのはどう

いうふうになっているのでしょう。 

○大川 裕清掃事業国際協力課長 今年度につきましては、初めに、海外からの清掃

工場への視察者の受け入れに関しまして、４月から現在まで約５カ月間で

１，５００名の方が私どもの清掃工場の方に見学に見えられております。

例年、およそ２，０００名から３，０００名の方が海外から清掃工場に視

察に訪れておりますが、今年度は平年と比べて増加傾向を示してございま

す。 

 次に、海外からの研修生の受け入れについてでございます。  

 こちらにつきましては、来月の全員協議会で改めて詳しくご説明いたし

ますが、先ほどご説明いたしましたＪＩＣＡの日本マレーシア経済連携協

定に基づきます廃棄物管理行政にかかる研修を、昨年度に引き続きまして、

本年度も１０月下旬に２週間の予定で実施する予定でございます。  

 また、我が国の民間企業が実施する実現可能性調査につきましては、先
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ほども触れましたが、経済産業省委託調査、こちらのカザフスタン共和国、

アルマトイ市廃棄物発電代替エネルギー供給事業調査、こちらに事業提案

者からの協力要請に基づいて協力していく予定でございます。  

 今後の清掃事業の国際協力の見通しといたしましては、基本方針に基づ

きまして、東京二十三区清掃事業が保有する技術、ノウハウ等を活用いた

しまして、途上国において現在発生している廃棄物処理に伴うさまざまな

課題の解決、また、地球環境の保全、国際的公共利益の実現に向けて事業

を展開していくとともに、合わせて清掃一組の技術の蓄積、並びに人材育

成を今後とも図っていきたいと考えております。 

○山口ひろひさ委員 東京のいわゆる清掃事業というのは、先ほどからも質疑があり

ますけれども、大きい清掃工場を初め、大きなシステムの管理運営という

ことを行っているわけですけれども、その中でいろいろな課題を克服して

きたし、そういった技術、ノウハウというのをしっかり持っていると思い

ます。 

 そういったことをこの発展途上国に支援する姿勢というのは、私はこの

東京の清掃、この技術を世界にアピールする非常にいい機会だし、重要な

ことだと思っておりますので、今後の事業展開については、時期を見て、

適宜、行っていただきたいことを要望いたしまして、何かありましたら、

最後にお願いいたします。 

○大川 裕清掃事業国際協力課長 私ども清掃一部事務組合の清掃事業の国際協力の

推進に関しまして、ご理解をいただきまして、まことにありがとうござい

ます。 

 実は、去る８月２８日に、私ども職員に向けて行った清掃事業の国際協

力に関する講演会を開催いたしました。 

 そのときの講師として、元国税庁長官の大武健一郎氏が講演の中でおっ

しゃったことなんですが、単なる機器の切り売りではなくて、メンテナン

スや人材育成を主眼に置いた国際協力の取組が不可欠であるとおっしゃっ

ておりました。これは、まさに２３特別区、また清掃一組のかけがえのな

いノウハウ、資産そのものであると考えております。 

 いずれにいたしましても、ただいまの委員のお話につきまして、今後の

清掃事業の国際協力事業、こちらの展開に反映させていきたいと考えてお

ります。 
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○西川太一郎管理者 世田谷の山口議長さん、ありがとうございます。 

 あえてつけ加えれば、これによって、清掃事業に従事する、公民を問わ

ず、非常によい意味でプライドを持っていただける、自分たちが努力して

きたことが、アジアの諸国、また遠く日本の裏側のブラジルなど、野積み

でございまして、やたらに捨てていて、伝染病の原因になったり、また破

傷風の原因になったり、子供たちがそういうところで平気で遊んでいると

いうような悲惨な状況を少しでも解消していく東京モデル、リサイクルも

そうでございますが、これによって、本当に清掃労組、各区の雇上業者も

含めて職員の方々が清掃事業というものが新しい環境にかけがえのないす

ばらしい事業であるということにプライドを持って働いていただけるとい

うメリットは、誰も言及しませんでしたが、これを発案し、言い出しまし

た者としては大きな成果だったというふうに思います。 

 特にアジアの国では、日本と明確に違いますのは、公が議会の提案を受

けて行いまして、いわゆる納税者、有権者の方々がご協力をいただけると

いう、そういう、どうも風土に欠けている面があって、一生懸命公がそう

いう努力をしてもなかなかうまくいかない、そういうようなところで、ど

こに工場を立地したらいいのか、どういうふうにしてリサイクルに民間を

巻き込んだらいいのか、また、技術者はどういうふうに養成したらいいの

か、いろんな面で東京が日本を代表して貢献できる、私は大変すばらしい

ことになっていくというふうに思っております。 

 お尋ねいただきまして、本当にありがたく存じております。  

○梅沢五十六委員長 ほかにございますか。 

○馬場信男委員 私も、足立区の区民に対しまして、清掃関係に年間３０億円ぐらい

負担があるのですけれども、しっかり説明ができるようにと思っておりま

して、その観点から２点お聞きしたいなと思いますが、すみません、その

前に、決算とはちょっと違うんですが、一組の皆さんは上着を着てネクタ

イをしているんですけれども、これは何か理由があってのことなんですか。 

○西川太一郎管理者 区民の代表でいらっしゃいます区議会議員、決算委員の先生方

に敬意を表するためにきちんとしたことで出ているんだろうと、私はそう

いうつもりでネクタイをしておりますが、そういうことで、終わればネク

タイを取ります。簡単に言えば、そういう敬意を表する姿でございます。 

○馬場信男委員 大変敬意を表していただくのはもちろんありがたいことなんですけ
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れども、昨今、なぜ我々がネクタイをしていないのかという趣旨ともちょ

っと、どちらが重要なのかなと。 

 我々は、今、数字の決算について議論をする上では、少しでも暖房費、

冷房費を節減していただくというふうに申し上げざるを得ないところなん

ですが、今回は議会だからということなのかもしれませんが、特にネクタ

イはされなくてよろしいのかなと私自身は思うところでございます。 

 それでは一つ、先ほどおぐら委員の方から話がありました特命随意契約

について簡単に私からも聞かせていただきたいと思います。  

 ご説明を聞いていますと、やはり１９の清掃工場がそれぞれ工夫を凝ら

してつくられているので、簡単に補修関係はいろんな業者が競争入札を受

けられないというふうに受けとめたんですけれども、そもそも清掃工場を

発注するにあたって、もちろん安い企業に請け負っていただくのがよろし

いかと思うのですけれども、仮に若干高くとも、長期的に見て、競争入札

でメンテナンスができる工場をつくるというのも一つの選択肢ではないか

というふうに思うのですけれども、どうしてもその特別な特許というか、

ノウハウというか、そういったもので固めなけばいけないのかなというと

ころが気になったんですけれども、その点については、どうなんですか。 

○西山正彦建設課長 建設費が多少高くても、以後、民間の業者が、多数の業者が入

れるような形でできないかというご質問だったと思います。 

 私どもといたしましては、日本全国でも誇れるような公害防止設備を設

けた工場を建設しているところでございます。これを維持管理するために

は、どうしてもそれぞれ独特な技術が必要であると思っております。 

 また、現在、大田清掃工場以降では、総合評価落札方式というものを導

入させていただいております。こちらは、技術力と価格点の両方で評価し

て、最も点数の高い業者を落札者とする契約方式でございます。 

 その中でも、技術点の中では、今後のメンテナンスにかかる経費、こち

らについても評価する形で取り組ませていただいています。  

 今後とも、このような長期、先を見込んで、経費がより安くなる方法、

こちらの方を考えて取り組んでいきたいと思っております。  

 今後とも、ご指導のほどをひとつよろしくお願いいたしたいと思います。  

○馬場信男委員 高い技術力を思う存分発揮していただくのはいいと思うのですけれ

ども、我々は、税金をごみ処理の施設に使う、その部分をチェックするの
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が仕事でありまして、例えば１民間企業が立派な工場をつくるのなら構わ

ないと思うのです。 

 民間企業が、例えば車を買うのであれば、レクサスだろうがプリウスだ

ろうが何でも好きなものを買えばいいと思うのですけれども、我々は区民

に説明できるような形で工場をつくっていただきたいというような、わか

りやすい仕組みでつくっていただきたいと思うのです。 

 車で言えば、カローラでも普通の車でも構わないと思うのです。技術は

若干劣るかもしれないですけれども、機能としてはトータルとして安くて、

燃費がよくて、経営的な負担の少ないもの、これを追及するのが我々公務

員の行政の仕組みであって、それに向けて努力しなさいと指導するのが我

々議会の努めではないかなと思うのですけれども、その辺の考え方につい

てはどう思われているのですか。 

○岩﨑 豊計画推進課長 おっしゃるとおり、公務員の目指すところというのは、最

少の費用で最大の効果という、これはもっともなことだと思ってございま

す。 

 先ほど、建設課長の方から総合評価落札方式という言葉が出ました。そ

の中では、やはりいろんな評価項目があるんですけれども、もちろん、い

ろんな機器について汎用できるような機器はもちろん提案の中で出してい

ただく、そういったところも評価しながら決めていくというところでござ

います。 

 その中で、いろんな技術点をつけながら、もちろんメーカーそれぞれに

技術的な能力とかノウハウというのは持ってございますから、そういうも

のもその評価の中で出てくるところはございますが、やはり、そういった

設備の中でも汎用的なものも使える部分もあると思います。そういったも

のも含めて評価していくということになると思います。 

 それから、もちろんその評価の中には、工場ができ上がった後にいろん

な薬剤であるとか、そういったものの使用料等も含めての提案みたいな形

で業者を決めていくわけですから、そういった提案も含めて、一番技術的

に優れた、低価格、将来的に安くできるような工場で、なおかつ入札にお

いての金額が安いところが、やはり高い得点を取るというような方式を使

って業者を決めているところでございます。その辺をご理解いただきたい

というふうに思います。 
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○馬場信男委員 それでは、総括しますと、先ほど、おぐら委員からの指摘もあった

とおり、そういった、いわゆる特命随意契約にならないように、区民に説

明しやすいようにという努力が当然あってしかるべきであります。 

 それとともに、一つ最後にお聞きしたいのは、では、特命随意契約が今

後減るという方向は確かだというふうに説明をしてしまっていいのかなと

いうことなんですけれども、区民に対して、その辺はどうでしょうか。 

○塚越 浩技術課長 補修にかかるところの契約形態につきましては、先ほども説明

させていただきましたとおり、分離発注をより進めていくことで行ってい

ます。 

 また、この分離発注につきましては、契約のあり方検討会というものを

庁内で設置いたしまして、そちらの方でメーカーヒアリング等も踏まえま

して、分離発注、切り離しでこれは問題ないか、問題ないというのは性能

に関して問題がないのかどうかを確認しながら、できる限り分離発注を今

後も進めていくということには変わりはないということでございます。 

○馬場信男委員 我々はジェネリック薬品を使えと口を酸っぱくしている、国保の負

担を減らそうというような中で、機能が同じであれば、できるだけ安い負

担の方向で考えていただくというのが当然の流れかなというふうに思いま

す。 

 それと、先ほど説明いただきました１２、１３ページで、款別の、年度

別の決算状況の推移を見せてもらいました。 

 これを見ますと、各区の負担金がおおむね、これは４００億円ぐらいで

推移をしているということは、各区の負担が年度によって、出っ張ったり、

引っ込んだりなるべくしないようにという努力の結果なのかなと思うので

すけれども、これはやっぱり繰入金か何かで調整しているんですよね。そ

の点はどうでしょうか。 

○石井康弘財政課長 委員がお尋ねのとおり、分担金についてはできるだけ平準化す

るようにということで２３区の区長会の方からも申し入れがございますの

で、当然、財政規模については施設整備費によって非常に大きく増減する

ような形になっています。 

 従いまして、分担金については繰入金を活用することによって、できる

だけ増減のないように配慮して予算編成を行っております。 

○馬場信男委員 我々の区政運営の中で、取れるところはしっかり取ろうということ
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で、例えば国庫の支出金なんですけれども、これは説明の２６ページで見

ましたら、やはり工場の建設で今年はこれは突出して１９億円も出ている

のかなと思うのですけれども、これは工場建設費の一部を助成してくれる

という、こういう仕組みがあるんでしょうか。 

○岩﨑 豊計画推進課長 これは、循環型社会形成推進交付金という環境省の方で出

しているお金なんですが、こういった廃棄物処理とかリサイクル施設をつ

くるときに、工事費の全てではないのですが、その工事費の中で対象事業

費というものがございまして、その部分の例えば３分の１であるとか、あ

るいはものによってはそのお金の２分の１ということで支出される補助金、

交付金ということでございます。 

      ですから、工事費全て、あるいはその半分ということではないので、そ

の工事費の中での部分的な工費のさらに３分の１というふうにして、そう

いった形で基準が決められてございます。 

○馬場信男委員 わかりました。我々も各区の分担金が平準化されて、そして、でき

るだけ少なくということの使命を負っていますので、その辺の支出金に対

してはしっかりといただいていただきたいということと、先ほど申し上げ

ました契約の方式を今後いろいろと検討いただいて、また、区民、納税者

に説明ができるような形で決算をしていただきたいと申し上げて質問を終

わります。 

○梅沢五十六委員長 ほかにございましょうか。 

○伊東しんじ委員 私の方からは、実績報告の４０ページ、雑入の部分、収入実績の

１番、電力エネルギー売払収入について、これは６３億３，０００万円余

計上されていますけれども、先ほど、款別、年度別という部分でも、この

諸収入が５億円ほど前年に比べて増えているんですけれども、どの部分で

増えているのか、この部分は前年度に比べて変化があったのかどうか、変

化があったのだったら、その理由についてということでお願いしたいので

すが。 

○栗原康明発電計画担当課長 平成２３年度電力エネルギーの受払収入は約５９億円

であり、平成２４年度は約４億３，０００万円の増収となっております。 

 この理由として、当組合では、平成２３年度から夏期における東京電力

管内の電力逼迫を受け、送電電力増加対策として灰溶融炉の停止や、集中

焼却等の対策を行い、発電量、売電量ともに増加しております。  
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 平成２４年度もこの取り組みを徹底し、発電量の増加を図るとともに、

売電単価の上昇もあり、約４億３，０００万円の増収となったところでご

ざいます。 

○伊東しんじ委員 ありがとうございます。昨年といえば、７月に電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特措法、そちらの方が施行されま

した。 

 再生可能エネルギーの固定価格による買い取りというものが実施されて

いるわけですけれども、これにつきましては、当組合としては、鋭意、こ

の方向で取り組まれているのか、また、今後の将来性についてはどうなの

か、その辺についてご答弁お願いします。 

○栗原康明発電計画担当課長 当組合では、１９工場中１５工場について、再生可能

エネルギー固定価格に移行し、バイオマス分について、売電単価、１キロ

ワット当たり１７．８５円で売却しているところでございます。 

 本年４月から８月までの売電収入は約４１億７，０００万円で、前年度

同時期の約３０億２，０００万円と比較すると、約１１億５，０００万円

の増収となっています。 

 このままの状況で推移しますと、平成２５年度は収入予算額を十分確保

できるものと見込まれます。 

○伊東しんじ委員 ありがとうございます。地球温暖化対策としてのさまざまな法整

備、取組の中で、やはりそれをうまく活用して、当組合としての歳入の確

保策に努めていただきたいと思います。 

 それと、もう１点、お伺いしたいんですけれども、先ほど、特別区分担

金のお話が出ましたけれども、決算全体を通して見させていただいて、先

ほど、概要説明の中でも８３１億円余の歳入、そして７９２億円余の歳出

ということになっていまして、この歳入の中には、前年度５０億７，００

０万円余の繰越金がございました。 

 それで、逆に、平成２４年度会計を閉じてみますと、次年度に繰り越す

べき実質収支が３７億８，０００万円余という形で、会計処理上は歳入、

要するに、減ったのかなと、繰越額が減っているということで、厳しくな

っているのかなと思われがちですけれども、逆に、内訳を見させていただ

きますと、財調基金からの繰入が８８億７，０００万円で、逆に歳出の方

では、同基金への積立が１１３億６，８００万円ということで、その差額
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２４億９，８００万円、要するに基金総額が増加しているわけですね、平

成２４年度決算においては。 

 また、組合債の方を見させていただきますと、清掃工場整備にかかるた

めとして、３６億８，２００万円が新たに組合債に組まれました。しかし、

一方では、償還が１０４億２，６４１万円行われまして、これは元金だけ

の数字ですからね。 

 そうしますと、そこでも差し引き６７億４，４４１万円が減債されてい

ると。そうすると、トータル合わせますと、先ほどの繰越額が目減りした

分を考えても、７９億円余の財政効果が生じていると、平成２４年度決算

に限って言えばですね。 

 その中で、４１４億円ですか、２３区に分担金をお願いしているという

事情を考えると、もう少しわかりやすい基金からの繰入、そして積立、そ

れから起債を起こす仕組み、それから償還の仕組み、そして分担金をお願

いするための仕組みというものをわかりやすく説明していただけると、こ

れは一言では大変なのかもしれませんけれども、概要等でうまく説明して

いただけると、こうした一般廃棄物処理基本計画によりますと、本年度、

平成２５年度も平成２６年度もさらに施設整備で、たしか平成２５年度が

１６０億円を超える施設整備を予定されていたと思うのですけれども、そ

ういうものも絡むのでしょうから、その辺がわかりやすく説明されるとあ

りがたいのですが、それについて、簡単で結構ですから説明をお願いしま

す。 

○石井康弘財政課長 委員お尋ねの分担金、それから繰入金、それから組合債の考え

方について、ご説明したいと思います。 

 まず、分担金、それから繰入金の考え方ですけれども、当初予算におい

て、まず予算の査定を経まして、歳出の総額が決定いたします。  

 それから、国庫や廃棄物処理手数料などの特定財源等を差し引いた残り

が一般財源所要額ということで、それが分担金や繰入金の基礎となる数字

になります。 

 先ほどから申し上げているとおり、財政規模については施設整備費の増

減によって年度にかなりばらつきがございます。ですので、特定財源等を

差し引いた一般財源所要額、そのうち分担金ができるだけ平準化するよう

にということで、当初予算の際に、繰入金の額を幾らにすれば分担金が平
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準化するということで金額の方をまず決定させていただいております。 

 ですので、当初の繰り入れ自体は８０億円ということで繰り入れさせて

いただいて、最終的に積立の話が出ていると思うのですけれども、積立金

についての原資といたしましては、前年度からの繰越金ということで平成

２３年度の繰越金が５０億円ございました。 

 今回、積み立てているのが１１３億ほどございますので、差し引き６３

億円は何かといいますと、平成２４年度中の歳出削減ということで、例え

ば契約の差金や、あとは執行努力によりまして歳出を減らしてその部分を

基金の積み立てに回すということで、これはあくまでも翌年度以降の財源

としてできるだけ歳出を圧縮する。なおかつ、歳入についてはできるだけ

確保するということで、歳入の確保した分、それから歳出の削減した分を

合わせて、最終的に年度末に１１３億円を積み立てているという形になっ

てございます。 

 それから、組合債の考え方ですけれども、先ほど馬場委員の方からご質

問がありました国庫の関係なんですけれどもが、清掃工場の建替等の事業

費につきましては、国庫の対象になる補助事業費と国庫の対象にならない

単独事業費という２種類ございます。 

 起債を取る際には、補助事業費に対しては国庫補助金の金額を差し引い

た残り９０％を充当率として起債を取っています。 

 単独事業費につきましては、その事業費に対して７５％の充当率で起債

を取っていますので、要は、事業費が膨らめば、それに対して起債の金額

が多くなりますので、前年度と比べて３０億円ぐらい組合債については増

加しているという形になって、結局、組合債を取る理由といたしましては、

一般財源所要額そのまま賄ってしまうと、当然のことながら、清掃工場に

つきましては、将来世代の方も当然のことながら利用するということで、

公債費で負担していただくということで、後年度の世代の方にも負担して

いただくという形で考えてございますので、組合債についてはルールどお

り取るという形で、事業費見合いで金額が前年度よりも増えているという

状況になってございます。 

○伊東しんじ委員 そうした歳出削減、そして歳入確保に努力されているのは重々承

知しているのですけれども、いろいろ資料を見させていただきますと。こ

の６年間で組合債の方が９００億円を超えるものがあったものが５００何
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十億円減らすことができているわけですよね。 

 その間、大体、分担金の方は２３区に総額で４００億円台、４５０億円

ぐらいから４００億円ぐらいで推移しているということで、非常に順調に

見えてしまうのです。 

 将来の施設整備ですとかそういうものが、こういう資料を見させていた

だきましたけれども、やはりこの整備費でも、平成２４年度、この一般廃

棄物処理基本計画の平成２４年度の施設整備に伴う事業費試算という部分

でも、当初は１５０億円ということが計上されていましたし、平成２５年

度は２３０億円ぐらいというふうに試算されているわけですけれども、実

際はそれを何割か低い数字で施設整備を目指されているというのがわかっ

ているので、ただ、その乖離が大きければ大きい分、もうちょっと分担金

の方を、２３区、今回、４１４億円に対して８０億円余の財政効果が生じ

てしまっているということは、分担金の２割に近い数字なので、その辺は

もうちょっと十分に説明していただけるようにお願いするのと、我々も区

の方に戻りまして説明ができにくいということがありますので、ぜひその

辺を今後資料を整えていただいて、しっかりと説明していただけるように

お願いしたいと思います。 

 これは要望にしておきます。 

○梅沢五十六委員長 ほかにございますか。 

○石田秀男委員 すみません、私からは、まず一組の皆さん、非常によく運用されて

いると思っておりますが、１点だけ教えていただきたいというか、質問を

させていただいて、間違っていたら間違っていると言っていただければと

思います。 

 し尿処理について伺いたいと思います。品川清掃作業所において、今、

その施設を使って運転管理業務委託を行っている。６人でやっていると思

いますけれども、これで、その６人の方がその施設を使ってし尿処理をし

ているメリットというのがあれば、教えていただきたい。 

 どうしてそういうことを言うかというと、もう一つ次の質問は、処理可

能な民間施設があると思います。そこへ搬入をして処理を行ってもらうと

いうこともできると思うのですが、そこら辺の考え方を教えていただきた

いのと、もう１点、もしそこの民間施設へ搬入して処理をした場合の費用、

これは概算ですぐ出ると思うのですけれども、そういう概算計算みたいな
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ことはしたことがあるのかないのか、そこら辺を教えていただきたいと思

います。 

○中尾正巳管理課長 品川清掃作業所のし尿処理の件でございます。 

 まず、あちらで今６名で委託をいたしまして処理をしているわけなんで

すけれども、メリットという話になりますと、現在は中間処理、これは一

組が担っておりますので、一組が本来処理するところを委託して処理をし

ているという内容でございます。 

 また、民間処理施設、確かに江東区さんと板橋区さんに二つの民間処理

施設がございます。特に、江東区の民間処理施設はかなり大きいものとい

うふうに聞いておりますので、そちらの方でもできないことはないのかな

ということは思っております。 

 細かい試算についてはしておりませんけれども、現在、こちらの方で委

託費でし尿処理の方で１億７，７００万円強の支出をしてございます。 

 民間処理施設ですと、１リットル当たり１２円から１５円という処理量

がかかりますので、単純に、今現在のこちらの実績の量、これをキロリッ

トルに直しまして掛けますと２億円前後の金額になるのかなというふうに

思っております。 

 これもまだ当然業者さんの方と話を直接したわけではございませんので、

細かい金額の方はまだ出しておりませんけれども、概算ではそのぐらいに

なるのかなというふうに考えます。 

 以上でございます。 

○石田秀男委員 どうしてこういうことを聞いたかといいますと、私が感じているの

は、その１リットル当たり１２円から１５円というのは、基本的には、例

えば建設現場の簡易トイレであるとか、イベントのそういうトイレである

とか、そういうときの処理費用である。 

 継続的にやる場合については、多分、これは契約をすればもっと半額ぐ

らいになるんだろうと私は思っております。こういう試算はやっぱり一回

出すべきではないのかなと。 

 だから、例えば中間処理を一組でやらなくてはならないという考え方も

ありますけれども、委託をしていくという考え方もあるわけで、そうなっ

たときに、これは幾らぐらいなのかなという考え方を一回交渉するという

のが必要かなと私は思っています。 
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 そういう形でいったときに、これがもし半額になれば、今言ったのが１

億円ぐらいになれば、非常に金額が下がるのであれば、私は民間で処理し

てもいいのかな、その部分の費用を負担すればいいわけで、だけど、全体

のコストが下がってくるという考え方があると思います。 

 これからその量が減ってくるということも考えれば、では、いつまで続

けるんだという計画も、私はそこで立ててもいいんだろうと。  

 ３２年なのかというラインはあるけれども、そういうことを考えるので

あれば、私はそういうふうに、一回、試算をするべきではないのかなと思

ってここは聞きました。 

 だから、逆に、民間業者に対するデメリットも何かあるのかなというふ

うな思いがあるのであれば、それはそれで私も教えていただければと思い

ますけれども、やっぱりし尿処理をしていて、いつまで、今、し尿処理を

やる。では、計画的にはこれぐらいだと。では、そこは一回交渉してみた

ら、これぐらい差が生まれる。こういう考えを持っていただいて、やるの

か、逆にやれないのか、中間処理を担っているからやっぱり自前でやらな

くてはいけないのかと、これは考え方を改めて教えていただきたい。 

○中尾正巳管理課長 先ほども申し上げましたように、その企業の方と直接コンタク

トを取ってということはありませんので、委託の経費がさらに減額になる

のかどうかということは、今現在、お答えすることはできませんので、そ

ちらはご容赦ください。 

 ただ、処理といたしまして、現在、品川清掃作業所の方にも６，２００

台弱の車が走っておりますけれども、これを民間の施設にということにな

りますと、改めて江東区さん、板橋区さんの方にその車も行くことになり

ますし、もう一つは、公共の一つとしてし尿処理をしているところが、現

在、品川の作業所しかございません。 

 これは、災害のときに、し尿処理、実際には収集を要する、いわゆるバ

キュームカー自体の数も少ないということもあるんですけれども、公共施

設として、そういう施設が一つしかないものをなくしてしまっていいのか

というところは、これは清掃一組だけで判断するものではなく、先ほどの

車の話も含めまして、こちら２３区の皆さんと協議をしなければいけない

ものなのかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○石田秀男委員 最後に、これは逆の発想をします。例えば、今１億７，７００万円

かかっているものを１億円ぐらいで相手が処理をしてもいいというのなら、

逆に、この施設を委託契約して処理してもらうのではなくて、貸し付けて

費用をもらうと。 

 だけれども、向こうは１億円もらえば、これは採算ベースに乗ると思え

ば、民間のものもどんどん入れてきていいよ、逆に、一組としては貸し付

けをしていく、こういう考え方も生まれてくると思うので、これは要望に

しておきますけれども、私はそういう方法論も一つの考え方だと思うので、

ぜひ、これは方法論として検討していただきたいなと思います。これは要

望にしておきます。 

○梅沢五十六委員長 ほかにございますか。 

○高瀬三徳委員 先ほど放射能の話をしておりましたけれども、東日本大震災があり

ました。その対策ということで、東京電力の賠償責任についてお伺いした

いと思います。 

 放射能対策などにかかった費用ということで、そのうち平成２３年度分

ということで東京電力から２億９，６００万円が支払われているというこ

とで以前報告があったように伺ったんですけれども、東京電力とどのよう

な交渉をしてきたのかということと、あとは平成２４年度にかかった放射

能対策費はどれぐらいあるのか。そして、東京電力でこちらの方も賠償請

求をしているのかということをお伺いしたいのですけれども、よろしくお

願いします。 

○中尾正巳管理課長 東京電力への賠償請求のご質問でございます。 

 まず、平成２３年度につきましては、こちらの方は約３億８００万円の

損害賠償を東京電力の方に請求しております。 

 そのうち、施設数を超えます放射能の測定の機器の購入費用と宮城県の

女川町の災害廃棄物の受入れに関連しました人件費については認められな

いということで、約１，２００万円の金額については認めてもらえないと

いう内容でございました。 

 ただ、一方で、こちら一組の方では国の基準では放射能セシウムの測定

ということが決められておりますけれども、こちらといたしましては、セ

シウムだけではなくて、放射性のヨウ素、あるいはセシウムにつきまして

も、国の基準を超える回数で２週間に１回ごとの測定をしておりますけれ
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ども、こちらの方は東京電力との交渉の結果、その部分については、回数

についても認めていただけるということになっております。  

 こちらにつきましては平成２４年度以降も測定の方をしておりますので、

そういう意味では継続的に行っている測定を認めていただけたということ

は意義があるかなというふうに思っております。 

 今のような経緯を経まして、先ほど申し上げた３億８００万円の請求に

対しまして、２億９，６００万円ということで、９６％の補償はされたと

いうことでございます。 

 次に、平成２４年度でございますけれども、現在、金額については精査

をしている最中でございますが、現状でおよそ９，０００万円程度の損害

賠償を要求することになるのではないかと見込みを立てております。 

 こちらにつきましては、詳細が決まりましたら、また改めてご報告をさ

せていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○高瀬三徳委員 ということでありますけれども、まず、東京電力とは、こちらの方、

どのような形で交渉をしてきた、何回ぐらい交渉したのか。そして平成２

３年度に認められなかった、これは１，２００万円ぐらいですね、こちら

の方はどう考えているのか。 

 先ほど、機器だとか、あとは人的な部分で、女川の方ですね、かかった

のが。そういうふうに言っておりましたけれども、これはどう考えている

のか。 

 そして、もう一つは、平成２４年度分について、詳細は改めて報告して

いただけるということだったんですけれども、前回に比べて２億円ぐらい

違うようなんですけれども、それはどんなことなのか、説明願います。 

○中尾正巳管理課長 まず、東京電力との交渉の回数ですけれども、直接、面談でと

いいますか、交渉したのが７回と、あとはそのための電話での連絡等も含

めまして、電話での交渉等は１０回程度行っております。 

 それと、先ほど認められなかった１，２００万円の部分なんですけれど

も、こちらにつきましては、８，０００ベクレルを超える飛灰を測定する

ためには特殊な機種が必要だということで、当初、幾つの工場から８００

０を超えるものが出るかということが想定できませんでしたので、三つの

機械を買いまして、実際には江戸川清掃工場一つということで、残りの二
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つは予備的な扱いになっているのですが、その部分が認められなかったと

いうことと、女川町につきましては、これは東京電力の主張といたしまし

ては、あちらは震災に伴うもの、あるいは震災に伴う津波で被害を受けた

災害廃棄物であって、原発由来ではないということで、あちらの方は、そ

れは認められないということで言われております。 

 しかしながら、我々といたしましては、実際に２３区、まず手を挙げま

して女川のごみを受け入れたことによりまして、広域処理も広がったとい

うこと。 

 もう一つは、女川の災害廃棄物につきましても、やはり福島の原発の話

で受け入れがなかなか進まなかったということがあるわけですので、そう

いう意味でもその人件費、住民説明会も数多くこなしましたし、あるいは

反対の方々が、万が一、交渉に来たときに危険がないようにということで

警備員等も立てました。そういう人件費についても認めてほしいというこ

とで交渉しております。 

 その１，２００万円につきましては、それもだめだということで和解を

したわけではなく、その１，２００万円につきましても、まだ請求権は残

っているということは東京電力の方に確認しています。 

 こちらにつきましては、平成２４年度の分も交渉するにあたって、もう

一度、東京電力の方と話はしていきたいというふうに思っております。 

 次に、平成２４年度の金額と平成２３年度分の差なんですけれども、こ

ちらの方、当初、飛灰汚泥の方に放射性物質が多く含まれておりますが、

工場から埋立地に持っていくときに、天蓋車といいましてダンプで上に扉

のついているものでふたをして持っていっているのですが、それでもまだ

すき間が少しあるということで、飛灰汚泥をブルーシートでくるみまして、

その上、その天蓋車のほかのところも目張りをして運んでいるというよう

な処理をしました。 

 この際、作業員についてもその分多くなりましたし、また、そういう作

業をするために車の台数も多く必要になっております。 

 ただ、平成２４年度につきましては、その天蓋車自体を改良していただ

きまして密閉精度のいいものということでビニールシートに包んだりとい

うことがなくなったものですから、その部分が多くなっておりまして、そ

の部分で１億８，０００万円ほど前回とは請求の金額が違い、今回は９，
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０００万円余になるのではないかということで、見込みを立てているもの

でございます。 

 以上でございます。 

○高瀬三徳委員 そういうことなんです。とにかく賠償責任というか、賠償に関して

はまだ残っているということで粘り強くやっていただきたいんですけれど

も、もし本当に東京電力、とにかく放射能が出なかったらこういうことに

はならなかったということで、それは本当に粘り強くやっていただきたい

し、先ほど話したとおり、東京都からの話でやっているんですが、もし取

れなかったら、東京都からでも、国からでも、これはきちんと賠償の責任

ということで取っていただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○梅沢五十六委員長 よろしいですか。 

 活発なご意見ありがとうございました。 

 十分、審議ができたと思いますので、これで質疑・意見を終わります。 

 これより、採決に入ります。 

 認定第１号、平成２４年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入

歳出決算の認定についてを採決いたします。 

 本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。  

〔挙手全員〕 

○梅沢五十六委員長 全員賛成であります。よって、認定第１号は原案のとおり認定

することと決定いたしました。 

 以上をもちまして、本日の議題は全て終了いたしました。  

 この際、何か、発言はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○梅沢五十六委員長 発言がないようですので、これをもって決算特別委員会を閉会

いたします。ありがとうございました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉 会（午後４時２８分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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